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午 前 10 時 10 分 閉 会

3 場 所 西 区 役 所 ３ 階 応 接 室

令 和 7 年 第 23 回 委 員 会 会 議 録
1 開 催 年 月 日 令 和 7 年 12 月 1 日 ( 月 曜 日 )

6 傍 聴 人

2 開 閉 会 時 刻 午 前 10 時 00 分 開 会

4 出 席 委 員

5 事 務 局 職 員

7 議 題

(1) 議 案

8 議 事 次 第

選挙人名簿から抹消する者について

・議案第88号 選挙人名簿に登録する者について

・議案第89号 選挙人名簿抄本等に使用する電子印用公印について

・議案第87号

(1) 議 案 審 議

・議案第87号について事務局より説明し、原案どおり可決した。

・議案第88号について事務局より説明し、原案どおり可決した。

・議案第89号について事務局より説明し、原案どおり可決した。

律により調製される投票人名簿の抄本である。

（質問）選挙人名簿抄本と投票人名簿抄本との違いは何か。

（回答）選挙人名簿抄本とは公職選挙法で定める選挙人名簿の抄本であり、

投票人名簿抄本とは国民投票が行われる場合に日本国憲法の改正手続きに関する法


